
－3－－2－

お
急
ぎ
く
だ
さ
い
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「
決
算
申
告
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の
電
話
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中
で
す
！

予
約
状
況
に
よ
り
、
ご
希
望
の
日
程
に
添
え
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

詳しい内容は今月同封の
パンフレットをご覧ください。お申込・お問い合せは事務局　 381-3101 まで！

青色申告会の

共済制度

疾病入院補償疾病入院補償
病気の日帰り入院から最高 90日まで補償！

従業員専従者 それぞれの家族会員

満２０才以上満６５才未満まで新規加入可能

ご加入できる方

460円
　　～3,740円
満年令 1ヵ月あたり 満年令 1ヵ月あたり

20～24才 460円
25～29才 640円
30～34才 800円
35～39才 840円
40～44才 840円

45～49才 1,070円
50～54才 1,410円
55～59才 1,630円
60～64才 2,390円
65～69才 3,740円

日帰り入院や
日帰り手術も
対象

医師の
事前診査不要
簡単な告知で
加入可能

30万円以下の
保険金なら

診断書取り付け不要

介護医療
保険料控除
の対象

￥

掛金（保険料）/月額換算

申込〆切

３月３1日（火）まで !!全青色傷害全青色傷害
お仕事中から日常生活まで ケガ を 24時間補償 !

従業員専従者 それぞれの家族会員

１４才６ヵ月超７５才６ヵ月以下まで新規加入可能

ご加入できる方

1,250円～

２４時間補償
（国内・国外を問わず）

入院・通院は
1日目から補償

火災見舞金
（自宅と申込書記載
の事業所を対象）

日常生活に
おける賠償

（加入限度口数 :３口まで）
　※年令に応じて
　　加入口数に
　　制限があります。

掛金（保険料）/月額換算

天災による
ケガも補償
（死亡・後遺障害の

一部のみ）

申込〆切

３月３１日（火）まで !!

1 口
あたり

共　　済   月額換算 1,000 円
傷害特約   1 口月額換算 1,250 円
　　　　　（加入限度口数：３口まで）

従業員専従者 会員の同居の親族会員

全青色共済（傷害特約付）全青色共済（傷害特約付） 申込〆切 5月15日（金）まで !!

〈基本コース・ゆとりコース〉

１４才６ヵ月超７０才６ヵ月以下まで新規加入可能ご加入できる方

※60 才 6ヵ月超の新規加入者は 75 才 6ヵ月超で共済は脱退し傷害特約のみの加入になります。

会費・掛金（保険料）/月額換算

2,250円～

※傷害特約は「全青色傷害」と同一の
　補償内容です。
※傷害特約は年令に応じて加入口数に
　制限があります。

病気・ケガ・火災　をまとめて保障（補償）！

病気・ケガによる
死亡保障（補償）

入院は病気も
ケガも対象

終身加入ＯＫ
（基本コースのみ・
　自家共済部分）

医師の事前診査不要
簡単な告知で
加入可能

天災による
ケガも補償

（死亡・後遺障害の一部のみ）

火災見舞金
（自宅と申込書記載
の事業所を対象）

日常生活に
おける賠償

3 つの共済制度で 病気､ケガ､　　  に 備えましょう！

まずはお気軽にお問い合わせください！！

火　災
日常賠償

必
ずご自身が、「一般課税」と「簡易課税」のどちらを選択

しているか確認しておきましょう。

令和 5 年分の確定消費税額が 48 万円（地方消費税を含めた場合 60 万円）

を越えた方は、「国税」と「地方税」の中間納付税額を確認して

おきましょう。  ※税務署からの「確定申告のお知らせ」を必ずご持参ください。

①令和 7年の申告は･･・一般課税？簡易課税？

②中間納付税額は？

③消費税率ごとの区分記帳・集計はお済みですか？
インボイス制度に登録された事業者は、消費税の申告が必要となります。

登録日の確認をしますので「適格請求書発行事業者の登録通知書」をご持参ください。

消費税の申告をするには、 税率ごとの区分記帳 ・集計が必要です。
「一般課税」で申告をされる場合は、仕入や経費等の取引ごとに、

税率や適格請求書 ( 取引先のインボイス番号の記載があるもの ) かどうかを確認する必要があります。

手書き記帳の方は、黄色の封筒に同封しております「税区分別集計表」をご利用ください！

会計ソフト「ブルーリターン A」は区分記帳入力から反映されます。

①②は、税務署からの

「確定申告のお知らせ」（ハガキ等）

に記載されています。

消費税申告前に、①②③をご確認ください !

熊本中央青色申告会では、 嘱託税理士･会員税理士･南九州税理士会派遣税理士の先生方にご支援をいただいております。

令和７年分の決算申告個別相談会　≪完全予約制≫

◎持ってくるものについては、青色ニュース
　12月 決算申告準備案内特別号をご覧ください。
　ホームページからご覧いただけます。

◎手書き記帳･ブルーリターン Aをご利用の皆様も
　すべて事前予約制の個別相談会となります。
　必ず事前予約のうえ､お越しください。

消費税の申告に必要な書類等

□ 令和 7 年分所得税決算申告書（控）

□ 令和 5 年と令和 6 年分所得税決算申告書（控）

□ 令和 5 年と令和 6 年分消費税申告書 （控）

□ 税務署からの「確定申告のお知らせ」（ハガキ等）

□ 事業主の個人番号 ( マイナンバー ) のわかるもの

□ 手書き記帳の方は、税区分ごとの区分集計表（黄色の封筒に同封しております。）

□ 「ブルーリターン A」をご利用の方は、ノートパソコン、USB メモリー

□ インボイスの登録事業者は､登録日確認のため

　「適格請求書発行事業者の登録通知書」

□ 申請･届出関係綴（青色のファイル）

※登録日を
　確認します。

会計ソフト

「ブルーリターンＡ」 での決算申告の際は、

ブルーリターンＡ2026を使用します。

②ＣＤによるバージョンアップ

①インターネット環境下での利用

CD でバージョンアップされた方はキーコード認証が必要です。

詳しくは、ＣＤと同封の手順書をご参照ください。

➡BRA スタートメニューからダウンロード

　してバージョンアップを行います。

➡1 月下旬にお手元に届いたＣＤで行います。

[ バージョンアップ方法 ] 

バージョンアップをしてもデータは消えません !!
相談時間は45分のため、

事前にバージョンアップを済ませてから

お越しください。

申請・届出書関係綴

重 要
大切に
保管してください

一般社団法人
熊本中央青色申告会
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春分の日

⬅消費税申告最終相談日

消費税 決算申告相談日

月　　　火　　　水　　　木　　　金
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26 2723

30

3月

ご予約は　 
　096-381-3135

※日程の変更やキャンセルについては、
　前々日までに必ずご連絡ください。

予約時間は１面をご覧ください。
ホームページ
はこちら！！


